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「豊能広域こども急
病センター」を設置

・一次救急患者を診察し、
重症度を見極め、重症の場
合は市立病院等へつなぐ機
能を担う。入院機能はない。
・入院が必要な患者は、各
地域の市立病院などで精密
検査や入院治療を受ける。
・大学や国立病院からの派
遣医師の他、地元の開業医
も交代で出務し診療する。

能勢町

豊能町

池
田
市

箕面市

吹
田
市

豊
中
市

【従前】

能勢町

豊能町

池
田
市

箕面市

吹
田
市

豊
中
市

【Ｈ１６．４から】

４つの市の市立病院と、１つの公的病院
が、それぞれで、２４時間３６５日の小児救
急診療を実施。

・風邪などの軽症患者も重症の患者も混在して
受診

・各病院の夜間態勢は、小児科医１人ずつの配
置であり、過重な労働環境

各病院の一次救急患者は減少。センターが担う
一次救急と、各市立病院等が担う二次救急の役
割分担が図られ、効率化の実現とともに小児科勤
務医の労働条件も改善。

・センターを受診する患者の重症度は、軽症97.4%、重症
2.6%（平成17年度）

・市立病院等への搬送はセンター全受診者の2.6%（同）

・市立病院等への一次救急患者は約８割減少（同）

（豊能二次医療圏）

人口約100万人

夜間における小児医療の医療資源の集約化の例（大阪府豊能地域）



15

岡崎市岡崎市の取組例の取組例
※岡崎市においては、小児救急体制について、住民参加の協議会活動を行い、シンポジウムの開催や
受診の仕方についてのガイドブック作成などの患者・住民への啓発広報活動を行ったところ、一次医療を
担う夜間急病診療所の利用者が増加し、高度な救急医療を担う市民病院救急外来受診者は減少した。

岡崎市民病院岡崎市民病院

開業医開業医

小児救急患者小児救急患者

必要に応じ必要に応じ

紹介紹介二次輪番二次輪番
制病院制病院

一次一次

二次二次
医
師
会･

大
学
が
小
児
科
医
を
配
置

20:00～23:00～18:00(18:30)

1,979
1 ,555 1 ,457

3 ,742

6 ,758

7 ,275

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

平成15年度 平成16年度 平成17年度

人

市民病院受診者数 夜間急病診療所受診者数

岡崎市民病院救急外来、夜間急病診療所別
小児科受診者数（20時～23時台）

夜間急病夜間急病
診療所診療所

ガイドブックの作成

シンポジウムの開催

市民・父母会・小児科医･消防隊員らに市民・父母会・小児科医･消防隊員らに
よる協議会活動よる協議会活動

患者教育

夜間急病診療所の
利用者は増加

市民病院救急外来
受診者は減少

三三次次
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小児救急電話相談事業（＃８０００）の拡充

小児救急電話相談事業（＃８０００）は、

・小児科特有の問題として、休日夜間の外来患者数が多く、そのほとんどが軽症患者であるという実態から、適切
な受入体制へのアクセス誘導をする上でも重要

・小児救急医療体制の構築とともに、小児科医師の確保が困難な地域における医療資源の集約化・重点化の推進
においても、その周辺整備における重要な位置づけ

電話相談事業
〔平成１６年度～〕

（実施状況）
・３5都道府県で実施
（平成19年3月1現在）
・夜間帯は２３時まで
・固定電話会社との契約

全国４７都道府県に
よる実施

・民間会社への委託
（地域における小児科医師
の確保等が得られないなど）
・関係機関への協力依頼

深夜帯を含む全ての
休日・夜間での実施

・深夜帯における民間会社の
活用
・関係機関への協力依頼

携帯電話活用による
利用方法の拡大

・携帯電話会社との契約
（NTTドコモ、 ａｕ、ソフト
バンク、ウィルコム）

＃８０００の広報策
・マスコミ等の活用
（ﾗｼﾞｵCM、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、ﾎﾟｽ
ﾀｰ配布など）
・都道府県等自治体、小児科
学会等関係機関、小児科標榜
の医療機関などによる周知
（＃８０００をテーマにしたポス
ター掲示など）

（事業内容）
地域の小児科医による夜間の小児患者の保護
者等向けの電話相談体制を整備
（全国同一短縮番号（＃８０００）による架電）

○地域の小児救急医療体制の補強と医療機関
の機能分化を推進

○どこでも患者の症状に応じた適切な医療が
受けられる。

【予算による対応】

○全ての都道府県での実施
・箇所数 ４１→４７都道府県
○深夜帯への対応
・人件費（人数）３→４人
○携帯電話への対応
・電話回線料
１社（固定のみ）
→５社（固定＋携帯４社）
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在宅医療の連携体制
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在宅主治医
（医師一人の診療所）

在 宅 で の 生 活
（ケアハウスなど多様な居住の場を含む）

緊急時に入院可能な病院・有床診療所
（在宅療養の支援拠点機能）

継続的な療養
管理・指導

急
性
増
悪
等
緊
急
時
に
入
院

訪問看護ステー
ション、薬局、ケ
アマネジャー 等

医師

医師

医師

緊急時に備えた医師の相互
連携（グループ）

医師

訪問看護、
服薬指導
等

看取り・死亡確認

病院 有床診療所 病院

退
院

在宅医療（終末期ケアを含む）の連携のイメージ

指示、処方

連携

病院と開業医（在宅
の主治医）との連携

連携を図ることによる

医師一人の診療所での
看取りまでの体制
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尾道市で行われている在宅での医療と介護の機能分担・連携の例

高齢要介護者の長期フォローアップとケアカンファレンスの継続

高齢要介護者
（在宅）

支援チーム
主治医
ケアマネ
訪問看護ST
ヘルパーST
【多職種協働】
在宅ケア

急性疾患にて入院

急性期病院 回復期・慢性期病院

介護老人保健施設
リハビリ（施設ケア機能）在宅復帰

継続医療・継続看護・介護

回復期・リハビリ

退院時ケアカンファレンス

（注） 尾道市医師会作成資料を基に厚生労働省にて作成

転
院
時
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

在宅復帰

退
所
時
ケ
ア
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス

主治医とケアマネジャーがケアカンファレンスに参加《ポイント》

参加



「在宅療養支援診療所」のイメージ

在宅療養患者 約１８０名
＊うち、人工呼吸器装着、
留置カテーテル使用等の
重症患者 約７０名

在宅療養
支援診療所

連携先
訪問看護
ステーション 連携先

居宅介護
支援事業所

連携先病院

居宅介護
サービス事
業者

連携先薬局

常勤医師３名
医師又は看護職員
を常時配置

２４時間連絡可能

緊急入院

（仙台市内で看取りまで含めた在宅医療を行っ
ている診療所（医師複数配置）の例）

訪問薬剤管理指導

緊急の往診・訪問看護

定期的な訪問
診療・訪問看護

緊急の訪問看護

定期的な訪問看護

定期的な訪問
介護サービス等

ケアプラン作成

介護保険との連携

訪問看護の指示

20
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静岡市静岡医師会と市内の病院で行われている在宅医療の地域連携の例

○在宅患者相互連携システム（イエローカード・システム）

・制度の概要
ア 在宅の寝たきり患者が、病状の悪化に備えて、自分が診療を希望する病院を選択し、かか
りつけ医は、当該患者の病状をあらかじめ病院に登録する。
→ 患者にイエローカードを配付
イ 家で寝たきりの患者の容態が急に悪くなったときは、まず、かかりつけ医に連絡するが、万
一連絡がとれない場合は、イエローカードに登録してある病院に連絡し、当該病院で診療を
受け、必要ならば入院もできる。

○在宅医療支援看取りシステム（グリーンカード・システム）

・制度の概要
ア 家族とともに在宅で最後を全うしたいと希望する患者について、かかりつけ医は患者の希
望を受けて、あらかじめ病状を医師会に登録しておく。
→ 患者にグリーンカードを配付
イ 在宅で看取りを希望される患者の容態が急変したときには、まず、かかりつけ医に連絡す
る。万一連絡がとれない場合は、救急隊に電話をし、グリーンカードを持っていることを伝え
ると、救急隊が当番の医師に連絡し、当該医師が駆けつけ、在宅患者の看取りを行う。
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医師確保対策
（都道府県による医師派遣システム・
医学部卒業生の地元定着促進策）



医師不足問題についての基本的認識と対応の構図医師不足問題についての基本的認識と対応の構図

医師数全体は将来的に均衡する見込み

基本的認識基本的認識基本的認識 対 応対対 応応

単純に医師総数を増やしても偏在の解消にはつながらない

短期的な対応

中長期的な対応

【地域における偏在への対応】

○ 都道府県を中心にした新しい医師派遣機能の構築

【共通の対応】

○ 医師が集まる拠点病院づくりや、拠点病院と医療機関相互
のネットワークの構築（特に産科・小児科）

○ 外来における開業医と病院の役割分担（住民の理解と協力
が必要）

○ 女性医師バンクの活用等、女性医師が働きやすい環境づくり

【産科の対応】

○ 訴訟の増加により、産科医療が萎縮しないようにするため、
死因究明制度や産科医療補償制度の検討

○ 医師との協働による助産師外来、院内助産所の活用

【小児科の対応】

○ 小児救急病院における医師等の夜間休日配置の充実

○ 初期小児科救急の当番制による開業医等の活用

○ 小児救急電話相談事業の普及・充実

○ 医師不足が深刻な県を主な対象に、大学医学部における暫定
的な定員増や、地元出身者のための地域枠を設定

○ 医師と関係職種との役割分担の在り方の検討

「医師確保等支援チーム」による都道府県への具体的な支援

地域によって偏在

【産科】

○医師数及び分娩実施施設数は、減少傾向

○各病院に１人ずつ配置されるなど、薄く広い配置等による厳
しい勤務環境

○産科による訴訟リスクの高まりに対する懸念

【小児科】

○医師数は増加しているが、病院への夜間・休日患者の集中

※産科・小児科以外の診療科においても、急性期の病院にお
いて医師が不足する地域が生じている

○全国的な地域間の偏在と、同じ都道府県内でも県庁所在地
とそうでないところとの偏在

地域による偏在がある

産科・小児科といった診療科による偏在がある

しかし・・・

仮に・・・

必要なこ
とは・・・

必要な医師が充足して
いる状態（細点線）

地 域

診
療
科

医師全体(現状）(実線）

偏在の解消がないまま

医師数増加（荒点線）

偏在は解消
されない

偏在は解消
されない

23
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地域病院

大学病院の医師
プールから人材
を供給し、地域の
病院を支援 大学病院

地域病院

A病院

従来の医師の供給体制 取組のイメージ

地域において、従来大学
医局が担ってきた医師の
派遣機能をA病院が持つ
こととなる

②医師不足の状況を踏まえて
A病院に医師の派遣を要請で
きる体制を整備

①医師を集めることができる
A病院においては、地域医療へ
の貢献を医師のキャリアアップ
に必要な要素として位置付ける

○ 大学医学部の医局が従来担っていた地域の医療機関に対して医師を紹介する機能が弱まって
いる事情がある。
○ 大学病院以外に医師を集めることができる魅力的な病院が存在する。

医師派遣機能に関する取組のイメージ
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医師派遣の例（長崎県ドクターバンク事業）

【特徴１】 県職員（常勤の地方公務員）として採用し身分を保証

【特徴２】 有給の長期自主研修を保証

【特徴３】 ２４時間３６５日支援

①県内の離島に所在する市町からの要請

②医師を全国的に公募して、長崎県職員として採用

③県内の離島診療所に派遣

○給 与：市町村が支給（１,６００万円程度／年（免歴１０年））
○退職金：県が支給

○給 与 （自主研修期間） ：市町村が支給（１,２００万円程度／年（同上））
○原則として２年間を１単位として、１年半の離島勤務後、半年間の有給の自主研修を保証。
これを繰り返す（２単位まとめて、３年間勤務後、１年間の自主研修も可）。

○県の離島・へき地医療支援センター専任医師が、国立長崎医療センターの協力の下、
派遣医師の相談にいつでも応じる（必要に応じ、診療応援や代診医としての支援も）。

上記特徴により、離島勤務に際しての不安（専門外対応、離島勤務長期化、
最新医学からの遅れ）を解消。現在までに５名の採用・派遣実績（１６年４月～）。
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医師派遣の例（宮崎県医師派遣システム事業）

県で医師を採用

へき地公立病院等
県立病院 等

【地域医療科】

派遣

勤務ローテーション

医師派遣システム

①平成１８年度から県職員として医師を採用

②２年間地域医療に従事すると最長半年間

の長期研修が取得できる

地域医療科： 県内の医師確保や医療技術向上を支援するため、県立宮崎病院に医師

教育・研修機能の充実及びへき地医師確保の受け皿として新設

【特徴１】 勤務ローテーション

○勤務ローテーションは、原則として４年間を１単位

○２年間へき地病院勤務した場合、本人の希望する長期研修
（半年を上限）に取り組める

残りの１年半は、県立病院等で勤務

【特徴２】 長期研修制度

○長期研修は半年間を上限として、医師本人の希望を反映し

、先進的な取り組みを行っている病院や研究機関等で研修を

行うことができる。

【特徴３】 身分及び財政負担

○県職員として採用

○4年間のローテーション期間のうち、市町村派遣期間の

2.5 年間は市町村が、県立病院に勤務する1.5年間につい

ては、県が、それぞれ人件費を負担

○研修経費は県が全額負担

今後4カ年をかけて6名の医師を確保予定

現在１名採用し、Ｈ19年4月から派遣

長期研修
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都道府県名 区分 大学名 入学定員
うち地域枠
募集人員

導入年度

北海道 公立 札幌医科大学 100人 20人 9年度

青森県 国立 弘前大学 80人 20人 18年度

岩手県 私立 岩手医科大学 80人 5人 14年度

秋田県 国立 秋田大学 95人 5人 18年度

福島県 公立 福島県立医科大学 80人 8人 16年度

富山県 国立 富山大学 90人 8人 19年度

長野県 国立 信州大学 95人 10人 17年度

三重県 国立 三重大学 100人 10人 18年度

滋賀県 国立 滋賀医科大学 85人 7人 10年度

和歌山県 公立 和歌山県立医科大学 60人 6人 14年度

鳥取県 国立 鳥取大学 75人 5人 18年度

島根大学 85人 10人 18年度

島根大学（３年次編入学） 10人 3人 19年度

山口県 国立 山口大学 85人 10人 19年度

香川県 国立 香川大学 90人 10人 18年度

愛媛県 国立 愛媛大学 90人 5人 18年度

佐賀県 国立 佐賀大学 95人 8人 17年度

大分県 国立 大分大学（２年次編入学） 10人 3人 19年度

宮崎県 国立 宮崎大学 100人 10人 18年度

鹿児島県 国立 鹿児島大学 85人 2人 18年度

計 19大学 1,590人 165人

注１）地域枠募集人員は、島根大学及び大分大学の編入学を除き、全て推薦入学枠
　である。また、「○○人程度」「○○人以内」を含む。
注２）平成１４年度から、札幌医科大学は１０人→２０人に変更。
　　平成１８年度から、福島県立医科大学は５人→８人に変更。
　　平成１９年度から、弘前大学は１５人→２０人に、信州大学は５人→１０人に、
　三重大学は５人→１０人に、島根大学は５人→１０人に変更。
　　

医学部医学科における地域を指定（地域枠）した入学者選抜について

島根県 国立

文 部 科 学 省 資 料
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大学名
(入学定員)

募集人員 応募資格 実施主体 対象人数 貸与額

国立・秋田大学
（９５人）

　　 推薦入学枠３０人
　のうち５人

・   県内高等学校卒業見込者
　で、
・　 卒業後県内の医療機関へ
　の就職を希望する優秀な者

秋田県
　　１０人
（うち地域枠
入学者５人）

　入学料相当額：
　　    ２８万２千円

　月額貸与額：
　　 　１５万円

国立・鳥取大学
（７５人）

　 　推薦入学枠１５人
　のうち５人以内

・　 県内高等学校卒業者又は
　卒業見込者で、
・　 県内の地域医療に貢献
　したい強い意志を持つ、優秀
　な者

鳥取県 ５人以内
　月額貸与額：
　　 　１２万円

国立・鹿児島大学
（８５人）

　　　 　　２人
　(推薦入学枠すべて)

・　 県内高等学校卒業者又は
  卒業見込者で、
・　 県の地域医療、特に離島
  へき地診療に従事しようと
  する強い意欲と情熱を持つ、
  高等学校長が責任をもって
　推薦できる、優秀な者

鹿児島県 ２人

入学料：２８万円
授業料：５２万円
　　　　　／年
生活費：７万５千円
　　　　　／月
図書費：２０万円
／年 （４～６年次）

地域枠入学者

　　  ３年間、県内のへき地
　医療機関等において医師
　の業務に従事等の条件を
　満たす場合、全額免除

対象者 返還免除

　　県内の高等学校
　出身者で、将来県内
　の公的医療機関等
　に勤務する意思が
　ある者

　　貸与期間の１．５倍の
  期間、県内の公的医療
  機関等において医師の
  業務に従事等の条件を
　満たす場合、全額免除

地域枠と連動した県の奨学金制度の例

地域枠 奨学金制度

地域枠入学者

　　  貸与期間の１．５倍の
　期間内に、貸与期間、
　知事が定める病院等に
　おいて医師の業務に従事
　等の条件を満たす場合、
　全額免除
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・療養病床の再編成
・住宅政策との連携
・高齢者総合的機能評価

高齢者の生活を支える体制
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療養病床の再編成について

再編成は次のような形で進めます。
① 療養病床は全部廃止されるのではなく、医療サービスの必要性の高い方を対象とした医療
療養病床は存続します。

② 介護療養病床の廃止は平成２３年度末であり、その間に老健施設等への転換を進めます。
③ 療養病床の再編成を踏まえ、地域のサービスニーズに応じたケア体制の整備を計画的に
進めます。

医療保険適用

＜平成２４年度＞

医療保険適用

２５万床

介護保険適用

１３万床
ケアハウス等

老健施設

平成１８年度の介護報酬・診療報酬改定 ※ 介護療養型医療施設の廃止（平成２４年３月）

在宅療養支援拠点

医療
必要性
高

医療
必要性
低

経過措置

・介護保険移行準備病棟
（医療保険）

・経過型介護療養型医療施設
（介護保険）

療
養
病
床
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在宅療養支援拠点イメージ在宅療養支援拠点イメージ～～地域で支えるケアの構築地域で支えるケアの構築～～

病院病院 老人保健施設老人保健施設

在宅療養支援診療所在宅療養支援診療所

回復期リハビリテーション回復期リハビリテーション 在宅復帰の支援在宅復帰の支援

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム

終末期を含めた終末期を含めた
在宅にかわる生活在宅にかわる生活

通所リハ通所リハ

連携連携

連携連携

連携連携

後方支援後方支援後方支援

在宅在宅
（自宅、ケアハウス、有料老人ホーム等（自宅、ケアハウス、有料老人ホーム等

居住系サービス居住系サービス）

在宅療養支援拠点

居宅介護支援居宅介護支援
事業所事業所

外来診療外来診療

訪問診療訪問診療

ケアマネジメントケアマネジメント

デイケアデイケア
センターセンター

訪問介護訪問介護
事業所事業所

訪問看護訪問看護
ステーションステーション

訪問看護訪問看護

訪問介護訪問介護

病院・有床診病院・有床診

緊急時の入院対応緊急時の入院対応


